
1．は　じ　め　に

1）問題の背景
　今日の日本農業は，3 つの危機に直面している．第
1 に，気候変動に代表される環境的危機である．その
ことを象徴するように，2020 年も豪雨による水害等
や土砂崩れ等の相次ぐ災害に見舞われた．社会全体が
脱
カーボン・ゼロ

炭素にむけて動き出すなか，農業分野の取り組み強
化は喫緊の課題である．第 2 に，農村地域における人
口減少と高齢化に代表される社会的危機である．地方
の基幹産業である農業の斜陽化や産業空洞化により人
口が減少し，農業の生産基盤だけでなく，生活基盤で
ある教育，医療，行政，金融サービス等も衰退してい
る．第 3 に，後継者難と耕作放棄地の拡大に表れてい
る経済的危機である．農業が縮小再生産さえ困難に

なっている状況は，当該分野の経済的危機を象徴して
いる．こうした 3 つの危機を乗り越えて持続可能な農
と食のシステムを創り出すことは，持続可能な社会へ
の移行という，日本のみならず世界全体が共有する目
標実現のために避けられない課題である．国連の持続
可能な開発目標（SDGs）のもとで，今日，農業に求
められる多面的価値（座長解題参照）が変化している．
　持続可能な農と食のシステムという文脈において，
過去 10 年ほどの間で注目されるようになっているの
が，「アグロエコロジー」と「小規模・家族農業」で
ある．国連貿易開発会議（UNCTAD）は，2013 年の
報告書のなかで，地球規模の気候変動に対応するため
に大規模な企業的農業から小規模農業，アグロエコロ
ジーへ早急に転換することを求めた（UNCTAD, 
2013）．日本においても，2020 年 3 月に閣議決定され
た第 5 期食料・農業・農村基本計画のなかで，農林水
産省は「経営規模の大小や中山間地域といった条件に
かかわらず（中略）生産基盤を強化していく」方針を
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示した（農林水産省，2020a）．こうした政策の新たな
潮流は，世界銀行グループ（IAASTD, 2009）や国連
世界食料保障委員会（HLPE, 2013）等も推進してお
り，今後，日本においても政策的，学術的，市民的議
論が深まることが期待される．
　本シンポジウムの趣旨をふまえて，本稿では，2020
年から 2040 年を持続可能な農と食のシステム構築に
むけた移行期ととらえ，新たな社会的要請に応えられ
る農業および農業経営体像を検討する．この社会的要
請に応えるためには，農と食のシステムだけでなく，
社会全体のパラダイムや価値観の根本的見直しが必要
となるだろう（Herren et al., 2020）．ここで採用され
るアプローチは，バックキャスティングという思考法
である．バックキャスティングは，遠い未来の予想で
はなく，「足元におこっていることの本質・課題を既
成概念にとらわれず再確認する」方法でもある（北川
編，2019：p.5）．そのため，本稿では 2019 年の本学
会大会シンポジウムの議論をふまえて，少子高齢化，
グローバル化，貿易自由化等を「与件」とせず，政
策や国際情勢によって変化する「変数」だと理解す
る（関根，2019：p.223）．紙幅に限りがあるため，

（1）持続可能性の実現，および（2）小規模・家族経
営を含む多様な経営体の役割を中心に論じる．
2）先行研究と分析視角

　19 世紀の古典派経済学の時代から，社会科学者た
ちは農業経営体（註1）の動向に関心を寄せてきた．し
ばしば，それは資本主義経済のもとで農業がたどる発
展経路として農民層分解論や小農論として展開された

（日本農業経済学会編，2019：p.72）．この古くて新し
い理論的論争は現代に受け継がれている．20 世紀の
日本では，近代経済学においてもマルクス経済学にお
いても農民層分解論が幅広く議論されたが，玉

（1995）は早くから農民層分解論に異を唱えて小農論
を展開していた．周知のように，高度経済成長期以降，
日本を含む多くの先進諸国で農民層分解を促進する政
策が実施された．確かに，構造変化の趨勢から農民層
分解論は支持を得やすい．
　しかし，2010 年前後から「小農論の復権」とよぶ
べき事態が生じている．2008 年の世界経済危機およ
び世界食料危機により，それまでの農業政策のあり方，
ひいては社会のあり方を根本から問い直す機運が国際

（註 1）　農業を営む主体の名称は，百姓，農民，農家，農業生産者，農業経営体など多様であり，それぞれに込められ
た意味がある．また，時代とともに農林業センサスで用いられる定義も変遷してきた．しかし，本稿では，特に断ら
ないかぎり，農業を営む主体という意味で農業経営体という用語を用いる．

（註 2）　なお，ここでいう「小農」は英語の Peasant であり，「農民」や「百姓」の訳を当てる場合もある．

的に高まった．同年に発表された Ploeg（2008）の
「新しい小農」論は，21 世紀において農業経営体が再
び小農的性格（経営の多角化，高付加価値化，地域資
源の利用）を自ら獲得しており，そうした農業経営体
が増加していることを指摘した（註2）．秋津（2019：
pp.192-193）は『食料・農業・農村白書』（2013-2017
年度）を分析して，「再小農化」の傾向は日本でも展
開していると述べている．「小農」は必ずしも経営規
模が小さいとは限らず，50 ヘクタール近い経営で
あっても，株式会社であっても，「小農的」農業様式
をもちうる（秋津編，2019：pp.197-198）．
　国際家族農業年（2014 年）を受けて，日本では
2015 年に小農学会が設立された（小農学会編，
2019：p.19）．徳野（2019）は，小農は前近代的で克
服すべき存在ではなく，過疎や公害，食の安全等の課
題に自覚的に対応する「考える農民」であり，「未来
への〈希望〉を耕す人々」であるという積極的意味づ
けを行っている．
　日本農業経営学会編（2018）は，「家族経営は所得，
法人経営は経常利益の追求という，異なる経営目的を
持つ」（p. ⅲ）「多様な主体が農業に参入している時代
ではあるが，やはり家族が中心となる経営は，経営の
効率性と技術や経営の継承という点で，優位性を持
つ」（p. ⅱ）と指摘する．酒井は，家族経営から企業
経営に発展するという直線的な発展経路は慎重に検討
する必要があり，企業的家族経営から「家族的要素」
がいずれ消えて「企業的要素」に純化していく傾向が
あるとはいえず，実態から判断しても，そのほうが
合理的だとは必ずしもいえないとしている（酒井，
2018a, b）．新山（2014）や柳村（2018）は，「家族経
営」と「企業経営」，「家族的要素」と「企業的要素」
は対立概念ではないこと，現代の家族経営の多様性を
指摘したうえで，酒井（2018a, b），岩本（2015）と
同様に，やはり直線的な発展経路を否定している．
　日本では第二次世界大戦後の農地改革によって誕生
した自作農主義がやがて耕作者主義に変わり，貿易自
由化のもとで国際競争力をつけるべく構造政策（経営
規模拡大）と法人化政策が推進された（暉峻編，
2003）．さらに，農地制度の規制緩和により外資系企
業も日本の農業生産に参入・撤退している（Sekine 
and Bonanno, 2016）．その後も日本経済団体連合会か
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らは一般企業による農地所有解禁を求める声が続いて
いる（日本農業新聞，2020 年 2 月 15 日付）．他方で，
農業を実践する人たちの間では「小さな農業」への関
心が高まっている（中村，2017）．
　以上のように，資本主義経済体制のもとでの農業経
営体の発展経路は，理論的論争においても実態におい
ても，明らかに相対化されつつある．
3）課題設定と研究方法

　農業や農業経営体の発展経路が相対化されるなか，
2040 年までに持続可能な社会へ移行するために，日
本ではどのような農業経営体によるどのような農業を
目指すべきか，そのための政策とはどのようなもので
あるべきか，今立ち止まって考える必要がある．本稿
では，持続可能な社会への移行に資する農業経営体像，
およびその農業経営体が多面的価値を発揮するための
政策のあり方について，近年の農業政策をめぐる議論
の新しい潮流をふまえて提示することを課題とする．
主に 2000 年代以降の国連や欧州連合（EU）における
政策の方向転換を紹介し，その背景にある政策思想の
変遷と日本における妥当性を検討する．
　本稿の議論は，主に文献資料，および 2019 年に日
本で実施したインタビュー調査の結果に基づいている．
以下では，第 2 節で農業に対する新たな社会的要請と
市場経済システムの変容を概観し，第 3 節で 2000 年
代以降の国連および EU の農業政策をめぐる議論の新
潮流を紹介する．第 4 節では，日本における持続可能
な社会に資する新たな農業経営体像を展望するため，
4 つのシナリオと変化のベクトルを検討し，最後に具
体的な政策の提案を行う．

2．農業に対する新たな社会的要請と 
市場経済システムの変容

1） 農業に対する新たな社会的要請 
─農業に求められる多面的価値─

　食料・農業・農村基本法（1999 年施行）は，すで
に食料供給以外の農業の多面的機能の重要性を謳って
いる．多面的機能とは，「国土の保全，水源のかん養，
自然環境の保全，良好な景観の形成，文化の伝承等農
村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料そ
の他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能」
とされ，国民生活・経済の安定に資するため，将来に
わたって適切かつ十分に発揮されなければならないも
のと位置づけられている．

（註 3）　気候変動は，すでに「変動」とよべる事態ではなく，気候「危機」や気候「崩壊」とよぶべき状態に至ってい
ると指摘されている．

　基本法施行から 20 年余が経過した今，農業に求め
られる役割はどのように変化したのだろうか．2015
年に採択された SDGs の 17 のゴールと関連づけて論
じるならば，食料供給が貧困・飢餓の撲滅（ゴール 1，
2）に合致していることは言うまでもない．さらに，
基本法で謳われる多面的機能はその他のゴールと関わ
りが深い．以下では，持続可能な農と食のシステム構
築に欠かせないと思われる重要点をあげてみよう．こ
れらは，農林水産業に対する今日の社会的要請であり，
農林水産業の多面的価値といえる．
　第 1 に，気候変動対策（註 3）である（ゴール 13）．
気候変動に関する政府間パネル（IPCC, 2018）による
と，2100 年の平均気温を産業革命前と比べて 1.5℃ 以
内に抑えるためには，全世界の人為的な二酸化炭素

（CO2）排出量を，2050 年ごろに「実質ゼロ」にする
必要がある．農業においても気候変動による災害の頻
発，適地・適期の変化，農産物の収量・品質の低下，
病害虫・感染症の発生・拡大等が懸念される．2019
年の国連気候行動サミットでも，気候変動に対する解
決策の一つとして，温室効果ガスの 21～37％ を排出
しているグローバルな農林業・食料システムの排出量
を削減するとともに，吸収源としての能力を強化し，
レジリエンスを高めることが求められた（国際連合広
報センター，2019）．世界各地で若者たちが気候変動
対策を求めて大規模に抗議するなか，同サミットでは
77 ヶ国が 2050 年までに CO2 の排出を実質ゼロとする
ことに合意した（日本経済新聞，2019 年 9 月 24 日付）．
農林水産業においても，気候変動への適応策だけでな
く，積極的な緩和策の実行が求められている．
　第 2 に，資源・エネルギー効率性を高めることであ
る（ゴール 7，9，12）．これは，第一の気候変動対策
と深く関わっている．21 世紀には，持続性を高める
ためにも気候変動対策のためにも枯渇性資源への依存
を減らし，限られた水資源や土壌も有効に利用する必
要がある．そのため，20 世紀までは土地生産性や労
働生産性の向上を経営目標としてきた農業経営体にお
いても，今後は資源・エネルギー生産性を高める方向
で技術や組織の革新を進めることが新たな目標となる．
深澤（2014）は，エネルギー収支という評価軸を農業
生産においても導入する必要があることを指摘し，こ
の新たな評価軸で測れば小規模経営の優位性（スモー
ルメリット）があることを明らかにしている．ETC 
Group（2017）もまた，小農は世界全体の土地，水，
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化石燃料の 25％ 未満を用いて食料の 70％ 以上を生産
していると指摘している．今後は，生産段階で必要と
なる農業生産資材の原料輸入，製造，輸送，稼働，廃
棄に関わる総エネルギー量に対する農産物のエネル
ギー量（エネルギー効率性）を高め，流通・消費段階
においても輸送・保冷・廃棄に必要なエネルギーを考
慮して，自給，地産地消，および国内市場中心のシス
テムに移行し，エネルギー効率性を高めることが新た
な目標となる．
　第 3 に，社会の安定化である（ゴール 6，10，11，
16，17）．これは，農業の社会的効率性を高めること
によって実現される．すなわち，農林水産業が農山漁
村で営まれることによって，地方に雇用（註4）が創出
され，人口の維持と農山漁村の活性化，生活基盤の維
持，ひいては生産基盤の維持につながることを意味す
る．さらに，農林水産業が持続可能なかたちで営まれ
ていれば，河川の流域を単位とする物質循環が維持さ
れ，食料供給はもとより，貨幣価値に還元できない価
値，すなわち治山治水等の国土保全・防災，環境保全，
生物多様性の維持，伝統文化の伝承等を実現すること
によって，社会全体の安定化につながる．都市と農村
の間で社会的資源（人口，財政・金融等）を適切に再
配分することができれば，都市と農村の社会的統合が
強まり，農林水産業は社会の安定化という価値を実現
することができる．
　第 4 に，健康的な生活への貢献である（ゴール 3）．
これは，第 3 の社会の安定化と関わる問題である．現
在，慢性疾患，免疫不全，発達障害等を抱える人が増
え，多くの国では社会保障費が膨張している．これに
対して，健康的でバランスのとれた食生活と食の安全
確保によって，こうした健康問題を抑制または克服し，
生活の質を高めることができると考えられるため，農
林水産業に対する社会の期待はますます大きくなって
いる（ゼン・ハニーカット，2019）．
　第 5 に，われわれのルーツを想起させ，自然に即し
た生き方を教えることである（全ゴール）．世界農業
者機構のジャガー会長は，国連「家族農業の 10 年」
の開幕式（2019 年 5 月）で次のように述べた．「どの
国出身でも，どの言語を話しても，どの宗教を信仰し
ていても，人種や文化，歴史にかかわりなく，われわ
れのルーツには家族があり，農林水産業がある」

（WFO，2019）．自然との物質代謝によって営まれる

（註 4）　ここでいう雇用とは，資本賃労働関係のみを指すのではなく，自らを雇う自営業としての一次産業も，就業機
会，所得獲得機会を提供しているという意味において，広義の雇用として扱っている．EU では広義の雇用の概念に
もとづき，一次産業の雇用創出力を高く評価している．

農林水産業を健全なかたちで維持することは，私たち
が自然の摂理に即した生き方を取り戻し，経済を本来
の位置に取り戻すことにつながる．持続可能な社会へ
の移行を展望するうえで，農林水産業の価値の再評価
は私たちの経済・社会の仕組みを問い直す鍵となる．
　これらの多面的価値は，2040 年の農業や農業経営
体を展望するうえで考慮すべきである．そして，こう
した価値の実現には，社会システム全体を転換するよ
うなホリスティック・アプローチ（社会の全身治療）
が求められる．これまでの常識や価値観を再考し，新
しい社会の構築を目指す必要がある．折しも 2020 年
に発生した新型コロナウイルスのパンデミックは，新
しい社会の規範構築を不可避なものにしたといえよう．
日本政府が推進している Society5.0 は「誰もが快適で
活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中
心の社会」（内閣府，2020）である．人間中心の社会
を目指すならば，われわれは「経済のために人間があ
るのではなく，人間のために経済がある」という基本
に立ち返らなければならない（関根，2019）．さらに，
この目標を人間だけでなく「いのち」全体の目標に拡
大して解釈するならば，経済中心の価値観を相対化し，
すべての生物，環境，物質循環の持続性を追求する社
会の構築を目指すことになる．そのための技術的基盤
のあり方は，伝統的な知に根差した技術も含めてより
幅広く再検討する必要があるだろう．
2）市場経済システムの変容

　新たな時代の要請に応えるべく，市場経済システム
も変容を迫られている．実際，ミレニアル世代や Z
世代とよばれる若者を中心に新たな消費傾向が認めら
れる．車や家などのモノを所有することに価値を置か
ず，体験等のコト消費を志向する消費者が増加し，画
一化された大量生産・大量消費の商品ではなく，少量
多品目生産のユニークな商品を求めるポスト・フォー
ディズムの傾向はすでに広範にみられる．さらに，食
の安全性だけでなく社会的公正性を追求する倫理的消
費者やエコロジストによるボイコット・バイコット運
動の増加は，消費活動を通じて望ましい社会経済シス
テムに対して自覚的に投票行動をする社会層が育って
いることを示す．
　消費行動の変化に最も敏感なのは投資家や企業経営
者である．国内外の投資家たちは，すでに環境，社会，
ガバナンスを考慮した事業に対する ESG 投資に積極
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的に乗り出している（北川編，2019）．たとえば，
Sony は生態系を豊かにする不耕起・無施肥・無農薬
の「協生農法」に関する研究プロジェクトを立ち上げ
ている（Sony, 2020）．これは SDGs 実現に向けた流
れである．持続可能な社会への移行に資するイノ
ヴェーションへの投資，社会的に公正なビジネスに対
する資金の集中，持続可能でない企業からの投資引き
上げ（ダインヴェストメント）が，今後ますます進む
と予想される．日本では，経団連の中西会長が 2020
年の年頭のインタビューに対して，「気候変動対応へ
の覚悟を経営者に問う」と述べている（NHK ニュー
ス，2020 年 1 月 7 日放映）．
　2020 年 1 月に開催された世界経済フォーラム（通
称ダボス会議）のテーマが「ステークホルダーがつ
くる持続可能で結束した世界─企業への投資のあり
方─」だったことからわかるように，市場経済システ
ムにも変化の波が押し寄せている．この変化が，今後
の国際貿易体制のあり方にも影響を与えることは必至
だ．EU は上記フォーラムにおいて，脱炭素化の取り
組みが遅れている国からの輸入品に課税する「国境炭
素税」構想を示した．この構想は，2019 年 12 月に
EU が発表した「欧州グリーンディール」に盛り込ま
れた不公正な競争から域内企業を守るための措置であ
り，保護主義には当たらないとしている．今後，脱炭
素に取り組まない国の産品は事実上，市場から締め出
されることになる．
　近年，急速に成長しているのは，地産地消，オーガ
ニック，フェアトレード，再生可能エネルギー，低
カーボンフットプリント商品，社会的課題解決型の
ソーシャルビジネス，小規模・分散・結合型のスモー
ルビジネス，伝統的な暮らしにヒントを得た商品等の
新しい市場である．このように，時代の要請に応じて
市場経済システムは確実に変容している．

3．農業政策をめぐる議論の新潮流

1）国連および国際機関
　国連の枠組みにおいて，SDGs（2016～2030 年）や
パリ協定（2015 年採択，目標 2030 年）が採択され，
加盟国は具体的行動を求められている．これに合わせ
て，SDGs や気候変動対策に関わりが深い農林水産業
に関係する国連のキャンペーンが相次いで打ち出され
ている．たとえば，「生物多様性の 10 年」（2011～
2020 年），「土壌の 10 年」（2015～2024 年），「栄養の
10 年」（2016～2025 年），「 水 の 10 年」（2018～2028
年），「家族農業の 10 年」（2019～2028 年），「生態系
の回復の 10 年」（2021～2030 年）等であり，「食料へ

の権利実現に向けた任意ガイドライン」「土地保有に
関する責任ある統治の任意ガイドライン」「持続可能
な小規模漁業を保護する任意ガイドライン」「農民と
農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」が加わる．
これらはいずれも既存の農林水産業の生産様式や開発
モデルを再考し，新たなアプローチを実施することを
推奨している．
　こうした流れのなかで注目されているのが「アグロ
エコロジー」と「小規模・家族農業」である．第 1 に，
持続可能な農業の代名詞となっているのが，アグロエ
コロジーである．アグロエコロジーとは直訳すれば

「農業生態学」であるが，一学問分野にとどまらない．
「農業生態系の働きを研究し説明しようとする科学

4 4

」
であり，「農業をより持続可能なものにしようとする
実践
4 4

」であり，また同時に「農業を生態学的に持続可
能で社会的により公正なものにすることを追求する運

4

動
4

」でもあると定義される（ピーター・ロセット，ミ
ゲル・アルティエリ，2020）．すなわち，農業の営み
を生態系の物質循環のなかに位置づけて，生態系を維
持発展するような農と食のシステムがアグロエコロ
ジーである．アグロエコロジーは，化学農薬・化学肥
料，遺伝子組み換え作物を用いない有機農業や自然農
法と技術的に重なる部分があるが，循環型経済や責任
あるガバナンス等の社会的側面にも踏み込んでいる

（第 1 表）．
　Pretty et al.（2006）は，発展途上国 57 ヶ国，286
の比較研究プロジェクト（126 万農場，370 万 ha）の
データをもとに，アグロエコロジーの実践によって多
様な地域と作目において平均 79％ も単収が増加した
ことを発表し，「環境保全型農業は土地生産性が低い」
という見方を一新した．さらに，土壌の有機物が増加
することにより炭素を固定するとともに，直接・間接
の温室効果ガス排出を抑制し，石油等の枯渇性資源か
らバイオマス等の再生可能エネルギーへの移行を促進
したと発表している（Pretty, 2006）．加えて，労働集
約型のアグロエコロジーは地域の雇用創出に貢献した
ため人口流出を抑制し，コミュニティの生活条件を改
善する効果もみられた．Pretty（2006）は，持続可能
な農業を実現し食料問題を克服するために，地域市場
や国内市場と結びついた小規模農業を発展させること
を提言している．
　その後，2009 年には世界銀行や UNDP，FAO，
UNEP，UNESCO，WHO 等の国連機関，58 ヶ国の
政府と約 400 名の科学者が参加した大型研究プロジェ
クトの報告書（IAASTD, 2009）が発表された．同報
告書は，各国政府や国際機関に対し，化学農薬・化学
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肥料に依存した工業的農業推進から生物多様性と地域
コミュニティを重視するアグロエコロジー推進へ早急
に方向転換することを求めている．国連「食料への権
利」特別報告者の Schutter も同じくアグロエコロ
ジーに舵を切ることを訴えた（Schutter, 2014）．
UNCTAD もまた，『手遅れになる前に目覚めよ─気
候変動時代の食料安全保障のために，今こそ真に持続
可能な農業を─』と題した報告書（UNCTAD, 2013）
のなかで，「緑の革命」型の慣行農法，単一栽培（モ
ノカルチャー），農場外資源への高依存を伴う工業的
農業から，持続的で再生可能，かつ生産性が高いアグ
ロエコロジーへ移行する必要性を訴えている．さらに，
農業を食料生産だけでなく多様な公共財・サービス

（多面的価値）提供の視点から評価することも求めて

いる．
　一連の国連や国際機関の報告書の発表を受けて，
FAO は 2014 年にアグロエコロジー推進のために世界
最大の農民組織ビア・カンペシーナと連携の覚書を交
わし，2015 年以降，世界各地でアグロエコロジーに
関するフォーラムを開催している．世界食料保障委員
会専門家ハイレベルパネルも慣行農業を全面的にアグ
ロエコロジーに転換することを勧告した（HLPE, 
2019）．日本においても，2010 年代に入ると農林水産
省がアグロエコロジー研究会を設置し，民間でも日本
アグロエコロジー会議が発足している（第 2 表）．
2008 年から始まった FAO の世界農業遺産（GIAHS）
の認定プログラムもまた，伝統的で小規模な農業シス
テムを保全するための取り組みとして位置づけること

第 1表　アグロエコロジーの 10 要素

要　素 趣旨・内容

1 多様性 自然資源を保全しつつ食料保障を達成するための鍵
2 知の共同創造と共有 参加型アプローチをとれば地域の課題を解決できる
3 相乗効果 多様な生態系サービスと農業生産の間の相乗効果を
4 資源・エネルギー効率性 農場外資源への依存を減らす
5 循環 資源循環は経済的・環境的コストの低減になる
6 レジリエンス（回復力） 人間，コミュニティ，生態系システムのレジリエンス強化
7 人間と社会の価値 農村の暮らし，公平性，福祉の改善
8 文化と食の伝統 健康的，多様，文化的な食事を普及する
9 責任ある統治 地域から国家の各段階で責任ある効果的統治メカニズムを
10 循環経済・連帯経済 生産者と消費者を再結合し，包括的・持続的発展を

註：FAO（2018a）より筆者作成．

第 2表　アグロエコロジー（AE）の歴史的展開と主な出来事

年　代 世界の主な出来事 日本の主な出来事

1920 年代 農学者ベンジンが農学として唱える
1930 年代 福岡正信氏が自然農法を開始
1940 年代 有機農業を学べる「愛農塾」設立
1970 年代 アルティエリ教授が農法として研究開始 日本有機農業研究会設立，産消提携が興隆
1990 年代 リオの国連地球サミット

中南米の農業政策に取り入れられる
2000 年代 エセックス大学プレティ教授等の国際比較研究実施

世界食料危機発生，国連・世界銀行等が AE 支持
JAS 有機認証開始
有機農業推進法施行

2010 年代 国連「食料への権利」国連特別報告，UNCTAD が AE へ
の転換勧告，FAO が国際農民組織と AE 推進で連携

AE 国際会議，地域会議開催，仏が農業未来法で AE 推進
国連持続可能な開発目標（SDGs），パリ協定誕生

農林水産省に AE 研究会設置
日本 AE 会議誕生，京都 AE 宣言
AE を推進する家族農林漁業プラット

フォーム・ジャパン設立

註： ピーター・ロセット，ミゲル・アルティエリ（2020），小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン編（2019）を参考
に筆者作成．
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ができる．他方で，気候スマート農業（CSA）の実
践はアグロエコロジーと重なる部分が少なくないが，
Pimbert（2015）は，前者がアグリビジネスや金融機
関の利益に資するのに対して，後者はコミュニティを
強化し経済的・政治的民主化に貢献するとして，両者
は基本的に相容れないものだと指摘する．
　第 2 に，アグロエコロジー推進と並行して再評価さ
れているのが「小規模・家族農業」である．これは，
アグロエコロジーの実践者が家族で小規模な農業を営
んでいることと関係している．また，世界の農場数の
9 割以上（5 億戸以上）が家族または個人によって経
営されており，世界の農地の 7～8 割を用いて食料の
8 割以上を供給していることから，将来的な食料の安
定供給や食料安全保障，食料主権のために家族農業の
強化が政策課題として認識されるようになった

（HLPE, 2013；FAO, 2018b；小規模・家族農業ネッ
トワーク・ジャパン編，2019）．世界の家族農業経営
体の 72.6％ が経営規模 1 ha 未満であり，84.8％ が
2 ha 未満であることから，多くの農業経営体が比較
的小規模であること，農業経営体は多様であり，多就
業（兼業）は先進国を含む多くの国で今も多数を占め
ており，経営のリスク分散とレジリエンス強化に貢献
していることも指摘されている（HLPE, 2013）．さら
に，世界の栄養不足人口の約 8 割が農村地域に居住し
て農林水産業に従事していることから，これらの小規
模・家族農業が置かれている状況の改善なくして
SDGs の達成はないといえる（FAO, 2018a）．
　このため，国連では 2014 年を国際家族農業年，
2019～2028 年を国連「家族農業の 10 年」とすること
を決定した（第 3 表）．国連は家族農業経営を SDGs
に貢献する主要な主体と位置づけ，加盟国に政策的支
援の拡充を勧告している（FAO and IFAD, 2019）．

2） EUのポスト 2020 共通農業政策改革と 
欧州グリーンディール

　欧州委員会は，2017年11月に共通農業政策（CAP）
の次期改革（ポスト 2020CAP 改革：2021～2027 年）
にむけた基本方針「食と農の未来」（European Com-
mission, 2017）を発表し，気候変動や環境保全の対策
強化とともに，小規模経営に対する支援強化を打ち出
した．現行の直接支払制度では，全体の 2 割に当たる
大規模経営が支払総額の 8 割を受給しており，真に支
援を必要としている小規模経営に支援が行き届いてい
ないとの批判が強まっていた．そのため，受給上限額
の導入，対大規模経営直接支払の累進的減額，小規模
農業経営に対する再配分強化を実施する方針である．
小規模経営への支援は，現行の CAP（2014～2020 年）
でも加盟国の裁量で実施することができたが，これを
さらに強化する．こうした政策転換の背景には，EU
の東方拡大によって小規模な自給的経営が重要性を持
つ中東欧諸国が加盟したこともあるが，農業競争力が
あるとされる西欧諸国でも農村の雇用（所得獲得機
会）創出の一形態として小規模農業の維持が農村の活
性化に不可欠であることや，条件不利地域や都市的地
域において小規模農業が果たす多面的価値が高く評価
されるようになったことも大きく影響している．
　ポスト 2020CAP 改革では，環境保全・気候変動対
策も一層強化される．CAP 第一の柱である直接支払
では，基礎支払いとグリーン支払いを統一して環境要
件を満たすことを受給要件とし，追加的な環境保全・
気候変動対策に取り組む経営体には上乗せ支払い（エ
コ・スキーム）を実施する（欧州連合日本政府代表部，
2019）．CAP 改革議論最中の 2019 年 12 月に発足した
欧州委員会の新体制は，同月に最優先政策として欧州
グリーンディールを発表した．CAP 改革はこの影響
を受けるため 2021 年からの実施は困難とみられ，次
期 CAP 開始は 2022 年 1 月になる見通しだ．欧州グ

第 3表　家族農業に関する国際社会の主な動き

2008 年 世界経済危機・食料危機発生，ビア・カンペシーナが「男女の農民の権利宣言」を発表
世界農村フォーラムが「国際家族農業年」の設置を求める運動を開始

2011 年 国連総会が「国際家族農業年」（2014 年）の設置を決定
2014 年 「国際家族農業年」．世界各地で家族農業関連イベント相次ぐ
2015 年 国連の持続可能な開発目標（SDGs）誕生．家族農業が SDGs 達成の鍵として位置づけられる
2017 年 国連総会が国連「家族農業の 10 年」（2019～2028 年）設置を全会一致で決定（日本は議案の共同提案国）
2018 年 国連総会が「農民と農村で働く人びとの権利宣言」を採択（日本は投票を棄権）
2019 年 国連「家族農業の 10 年」開幕．G20 新潟農相会合宣言に家族農業，小規模農業が明記される
2020 年 新型コロナウィルス禍で，G20 農相が臨時会合で家族農業，小規模農業を含む農家の支援強化を合意

註：小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン編（2019）をもとに筆者作成．
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リーンディール政策では，「農場から食卓へ」という
方針のもとで農業生産から消費に至る農と食のシステ
ム全体に新たなアプローチを行うとともに，循環型経
済（Circular Economy）への移行を推進している

（Matthews, 2020）．キリアキデス健康・食品安全担
当委員は，2019 年 12 月の会議で「食料生産が空気，
水，土壌を汚染し，生物多様性を喪失させ，気候変動
と資源枯渇を招いている」「より健康的で，より公正
で，より持続可能な，これまでにない新しいアプロー
チが食のシステムに必要なのは明らかだ．食料供給に
おいて，これまでのビジネスモデルはもはや選択肢に
はない」と述べて，現行政策を刷新する姿勢を示した．
また同委員は，持続可能な農と食のシステム構築にお
いて，EU が採用する持続可能性の指標を世界標準に
したい意向も語っている．既述のように，EU は欧州
グリーンディールの一環で国境炭素税を導入する方針
であることから，欧州発の農と食のシステム改革は今
後他国にも波及する可能性が高い．2020 年 5 月に欧
州委員会が発表した 2030 年までの農業・食料新戦略

「農場から食卓まで」において，この方向性はさらに
明確に示された（European Commission, 2020）．具
体的には，2030 年までに農薬（殺虫剤・殺菌剤）を
半減，化学肥料を 2 割減，有機農業を農地の 25％ に
拡大することを目指している．
3）フランスの農業未来法

　第二次世界大戦後のフランスでは，家族農業経営を
基本とした構造政策が実施され，経営規模の拡大が進
展した．この構造政策は，化学農薬・化学肥料の普及
や機械化・施設化，専門化を推進する「緑の革命」と
一体の農業近代化政策であったが，1970 年代には一
連の政策の弊害が表面化していた（北川，2016）．石
油危機による資材価格の高騰，気象災害，加工・流通
資本の「買いたたき」による戦後最大の農業危機が発
生し，農業人口の減少と地域社会の活力低下，農業に
よる環境破壊も大きな社会問題として認識されるよう
になった．これを受けて，2000 年代半ばから政府は
過度な規模拡大を抑制している（註 5）．同じころ，
WTO 対応として CAP 改革が始まり価格支持や輸出
補助金が見直されるなかで，フランス農政も大きく再
編された．有機農産物や地理的表示産品等の高品質な

（註 5）　村田（2020）は，ドイツにおいても気候変動対策のために工業的農業から脱却し，中小規模の家族農業を再建
する動きがあることを指摘している．

（註 6）　日本は翌 2016 年からこのイニシアティヴに参加し，農研機構・農業環境変動研究センターや農林水産省も取
り組みに協力して，モンスーンアジア地域への適用等を検討している．また，山梨県は 2020 年から実証実験に乗り
出す．

農産物・食品の生産に一層力を入れるとともに，
CAP の環境クロスコンプライアンスを受けて，環境
への配慮（グリーニング）強化に舵を切った．
　2014 年にオランド政権下で施行された「農業，食
料及び森林の将来のための法律」（農業未来法，農業
基本法に相当）は，グリーニングの一環としてアグロ
エコロジー推進を明確に打ち出した．具体的には，

「経済・環境利益集団」を組織化して，農業生産にお
ける経済的パフォーマンスと環境的パフォーマンスの

「二重のパフォーマンス」を革新的な方法で達成する
ことを目指しており，その方法としてアグロエコロ
ジーを位置づけている（原田，2015）．なお，同法に
おける経済的パフォーマンスとは単なるコスト削減や
販売額の向上を目指すことではなく，「地域に責任を
持つ主体」としての社会的評価も含めたパフォーマン
スである．
　このように，フランスでは 2014 年の農業未来法

（新農業基本法）によって既存の近代的農業推進路線
から方向転換し，経営規模拡大の抑制やアグロエコロ
ジー推進に向かっている．これは，近年，フランスや
EU 諸国で重視されている多就業（pluriactivity）や
農産物・食品の高付加価値化政策と適合的である．こ
のほかにも，フランスでは環境保全型農業として不耕
起栽培や有機農業への転換を政策的に後押ししている．
不耕起栽培は，耕種農業では「常識」と考えられてき
た耕起を控えることで土壌中の温室効果ガスを大気中
に放出することを抑制し，土壌中の微生物相を活性化
することで温室効果ガスを土壌中に固定する（Al-
bright, 2015）．さらに，化学農薬・化学肥料を用いな
い有機農業を実践することで土壌中の微生物相が豊か
になれば，食物摂取を通じて人間の体内の微生物の種
類や数が増加し，健康維持に重要な役割を果たす（デ
イビッド・モントゴメリー，アン・ビクレー，2016）．
これは，「茶色い革命」（ブラウン・レボリューショ
ン）とよばれ，2015 年の国際土壌年以降，認知度が
高まっている．さらに，政府は 2015 年の国連気候変
動枠組み条約締約国会議（COP21）で土壌の炭素貯
留 を 高 め る「4/

パ ー ミ ル

1000 イ ニ シ ア テ ィ ヴ」 を 提 案 し
た（註6）．これは，土壌中に堆肥や緑肥等を施して腐
植（有機物）を年間 0.4％ 増加させることで，人間活
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動由来の二酸化炭素を土壌に固定しようとする取り組
みである（UN Climate Change, 2015）．このイニシ
アティヴは，地力向上による持続可能な食料生産と気
候変動対策が同時にできるとして注目されている．す
でにフランスだけでなく，米国やオーストラリア，ブ
ラジル等でも不耕起栽培の取り組みが広がり始めてい
る（朝日新聞グローバルプラス，2019 年 5 月 23 日付）．
　その後，フランスでは 2017 年にマクロン政権が誕
生したが，上記の政策は基本的に維持されている．翌
2018 年には，学校給食等の公共調達における有機や
地元産の調達率引き上げを義務化する法律が実現し，
有機農業の大幅拡大が見込まれる（Le Monde, 5 
février 2020）．具体的には，2022 年までに公共調達
額の 50％ を有機農産物，高品質であることを示すラ
ベル認証農産物・食品，地元産農産物とし，認証を取
得している有機農産物も全体の 20％ 以上を義務化す
る．また，有機農業拡大に向けたプログラム「有機農
業への大志 2022」（2018 年 6 月）では，有機農業面積
を農地の 9％（2019 年末）から 15％（2022 年）まで
拡大することも目指している．

4．日本における持続可能な社会に資する 
新たな農業経営体像を展望する

1）日本の状況の特殊性と普遍性
　第 3 節でみたように，国連や国際機関，EU やフラ
ンスでは，過去 10 年ほどの間に確実に農業政策の見
直しを行い，持続可能な農と食のシステム，ひいては
持続可能な社会への移行という目標に向かって歩みを
進めている．それでは，こうした新たな政策潮流は日
本においても妥当性を持っているだろうか．
　一般的に，他国における農業政策を日本にそのまま
適応できない，あるいはすべきでないといわれる場合，
想定されているのが日本の特殊性である．確かに，気
候や地形，土壌の質等の自然条件，作目や農業構造，
技術水準，社会資本，労働力市場の状況，経済・財政
規模，人口構成，歴史，国民性，文化等は国によって
異なるため，ある国で適用された政策をそのまま移植
することには困難が伴う．日本は，人口，特に農業就
業人口や農村人口の高齢化が先進国のなかでも際立っ
ており，農業経営体数や農地の減少，耕作放棄地の増
加，先進国のなかでも最低水準の食料自給率（カロ
リーベース 37％，2019 年）等，農業危機は他国より
一層深刻化している．また，日本はモンスーンアジア
の稲作地帯に位置し，昔から水資源管理や農作業を集
落で協働して行ってきた歴史から，農業経営と農村コ
ミュニティのつながりが密接である．こうした日本の

特徴をふまえることは，農業政策を議論するうえで不
可欠である．
　同時に，日本が直面している危機の多くは，実は他
国でも共通してみられるものが少なくない．農業就業
人口・農村人口の減少と高齢化，農地の減少はもとよ
り，気候変動による災害の増加やリスクの高まり，地
力低下や生物多様性の喪失，食に由来する健康問題等
は日本を含む先進国だけでなく，発展途上国でも起き
ている問題である．それは，地球という物質循環で一
つにつながった環境下にあること，「緑の革命」とい
う農業近代化をともに経験してきたこと，グローバル
な資本主義経済システムを構成していることから，日
本と他国の農と食のシステムが多様性をともないなが
らも多くの共通性を持ち，課題を共有しているからで
ある．また，先進国・途上国を問わず農業経営体の大
多数は家族農業経営が占めていることも共通している．
農林水産省（2020b）によると，農業経営体に占める
家族経営体の割合は，日本が 97.6％（2015 年）であ
るのに対し，EU は 96.2％（2012 年），米国は 98.7％

（2015 年）である．
　むしろ日本は，国連や EU 諸国が目指しているアグ
ロエコロジー，産消提携，世界農業遺産等において歴
史と規範を有している世界で数少ない国である．まさ
に，日本農業が有している多面的価値が世界的に求め
られる時代になったといえる．
2）2040 年のシナリオ・プランニング

　それでは，持続可能な社会への移行に資する農業経
営体像は，日本においてどのように描けるだろうか．
また，どのような農業体系を目指すべきだろうか．以
下では，労働集約性と資源・エネルギー集約性という
2 つの軸にそって，4 つのシナリオを検討する．第 1
に，労働集約性に注目するのは，農業就業人口の減少
と高齢化という大きな課題が，現行の経営目標におい
て省力化を志向させる動機となっているためであり，
これを「与件」ではなく「変数」として描く狙いがあ
る．第 2 に，資源・エネルギー集約性は，第 3 節でみ
たように持続可能な農と食のシステム構築や気候変動
対策を考えるうえで最も重要な指標となるからである．
　まず，上記 2 軸をもとに代表的な農業体系モデルを
第 1 図に示した．右上の「大型機械・装置型施設を用
いる『近代的』経営」は，無人走行トラクターや自動
環境制御をする植物工場等が該当する．一方で省力化
が極限まで進むが，他方で資本集約的で資源・エネル
ギー集約性は高くなる．これに対して，右下の「農場
外資材を用いる有機農業」は比較的規模の大きなビジ
ネス型有機農業であり，市場から有機質堆肥や労働力
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を調達する．化学農薬・化学肥料は使用しないが，大
量に投入する堆肥は右上の大規模集約的な工業型畜産
の存在を必要としている．左上の「粗放的栽培・放
牧・不耕起栽培」は，省力的で一定の経営面積の拡大
が可能であるが，粗放的なため環境負荷は少ない．左
下は「アグロエコロジー（農場内資材を用いる有機・
自然農法）」である．労働集約的であり，農場内や里
山の資源を用いるため資源・エネルギー集約性が低い．
それ以外のモデルは中間的または過渡的モデルととら
える．

　この図を念頭に置きながら，2040 年にむけた農業
経営体の発展方向に関する 4 つのシナリオを検討しよ
う（第 4 表）．シナリオⅠ「インテリ系お殿様」では，
IoT や AI 等の新しい技術に習熟する少数精鋭のエ
リート農業経営体が中心となる．貿易自由化を前提に
輸出にも積極的に乗り出す．省力化が進み労働生産性
は高くなるが，担い手の数が少なくなり，農村人口の
減少やコミュニティの衰退に拍車がかかることが課題
である．地域の共同作業が困難になり，生産基盤の維
持に懸念がある．さらに，輸出を目指すものの資源・

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ

多
投
入

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ

低
投
入

労働集約的

省力的

農場外資材を
用いる有機農業

大型機械・装置型施設を用い
る「近代的」経営

化学農薬・肥料・機械を
用いる「近代的」経営

減農薬・減化学肥料栽培
(エコファーマー)

粗放的栽培・放牧
不耕起栽培

循環型農業

アグロエコロジー
(農場内資材を用いる
有機・自然農法)

第 1図　労働集約性と資源・エネルギー集約性からみた農業モデルの位置づけ
註：筆者作成．

第 4表　2040 年にむけた農業経営体の発展方向における 4 つのシナリオ

資源・エネルギー低投入型 資源・エネルギー多投型

省力
シナリオⅢ：自由な開拓民
特徴： 既成概念にとらわれない，広い大地を愛する

シナリオⅠ：インテリ系お殿様
特徴： エリートお殿様，新しいものが好き，海外との

交易に熱心

労働
集約

シナリオⅣ：自然と生きる百姓
特徴： 伝統・コミュニティ・家族が大事，土づくりに

熱心，実は革新家

シナリオⅡ：改革派の家老
特徴： 既存の政を刷新しようとするが，お殿様のお墨

付きが必要

註：筆者作成．
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エネルギー効率性が低く脱炭素化が遅れるため，EU
等の国境炭素税を課す世界の主要市場にアクセスでき
ない．気候変動が深刻化し災害の増加や病虫害の蔓延
等によるリスクが増大する．望ましいシナリオとは言
い難い．
　シナリオⅡ「改革派の家老」は，シナリオⅠの限界
を乗り越えようと環境に優しい有機農業に移行する．
しかし，既存の近代的農業の体系を基盤として農業資
材を農場外の化学農薬・化学肥料から農場外の生物農
薬・有機質肥料に代替するので，自然の生態系とのバ
ランスや循環がまだ成立していない．大規模なビジネ
ス型有機農業のため外国人を含む雇用労働力を多く雇
い入れ，雇用創出はできるが，このモデルを成立させ
るにはシナリオⅠの集約的畜産が大量の有機質堆肥を
シナリオⅡの農業経営体に供給する必要がある．すな
わち，シナリオⅡは自己完結できない．外国人労働力
を用いるゆえの不安定性も抱える．
　シナリオⅢ「自由な開拓民」は，これまでの農業の
既成概念にとらわれず，不耕起栽培や林間放牧等に文
字どおり自由に乗り出していく．粗放的な生産である
ため省力的であり，雇用創出面のインパクトは限定さ
れるが，一定程度の規模拡大・維持が視野に入る．無
化学農薬・化学肥料で実施される場合は自然農法の体
系になり，循環型農業が成立する．
　シナリオⅣ「自然と生きる百姓」は，伝統的な知
恵・文化，コミュニティ，家族の維持・世代継承を重
視し，「百姓」の字のごとく多就業である．経営の多
角化，高付加価値化，地域資源の利用を行う Ploeg

（2008）がいうところの「小農」であり，半農半 X 等
の兼業も含む．自らが自然生態系の一部であることを
自負する彼らは，土壌の微生物相を活性化し最大限に
活用する術を知っている．彼らは旧態依然で変化を嫌
う「化石」ではなく，自家採種や農機具制作等を通じ
て常に新しい技術を生み出すイノヴェーターそのもの
である．
　以上，4 つのシナリオを検討した．第 3 節でみたよ
うに，国連や EU，フランス等が持続可能な農業とし
て推奨しているのはシナリオⅢとⅣである．その過渡
的形態としてシナリオⅡも短期的に許容される．シナ
リオⅠは，資源・エネルギー効率性を高める方向で技
術革新が行われなければ，持続可能な農業として位置
づけられることは極めて厳しい状況だ．また，省力的
技術は雇用創出や農村の人口維持にネガティブなイン
パクトを与えることが懸念される．しかし，シナリオ
Ⅰを目指す農業経営者は，基本的に勉強熱心で新しい
潮流に敏感である．すなわち，新しい時代の要請に積

極的に応えようと動き出す能力と精力を有しているた
め，自ら次のステップに踏み出すことができるはずだ．
　実際，4 つのシナリオは理念型であり，現実にはい
ずれか一つのシナリオに収斂することは想定しにくい．
しかし，今後目指すべき方向のベクトルを検討するう
えでは示唆的である．気候変動を緩和し，資源・エネ
ルギー効率性を高める方向を目指すならば，ベクトル
は右から左へ向かうことは明らかである．農場外の資
源・エネルギーへの依存度が低いシナリオⅢとⅣは購
入すべき資材が少なく，安全で環境負荷の少ない農産
物は需要が高いため，収益性の高い経営を実現できる．
ストレスの少ない環境で育つ家畜は病気にかかりにく
く，抗生物質への依存度が下がるため，家畜も人間も
健康的になる．多面的価値が発揮されるため，災害に
強い国土，赤トンボやミツバチが飛び交う環境，美し
い棚田の景色，にぎやかな祭囃子がよみがえり，社会
保障費も膨張から一転して抑制される．農業から波及
する社会全体の好循環が生まれる．
　最大の課題は，人口減少と高齢化が進む日本におい
て労働集約的な農業を目指すことができるかだ．仮に
フォアキャスティング的思考をするならば，シナリオ
Ⅳという選択肢はありえない．しかし，バックキャス
ティング的思考をするならば，これは十分ありうるシ
ナリオになる．人口減少と高齢化を「与件」とせず政
策次第で変わる「変数」だと理解するならば，新しい
発想が可能になる．働き方改革や子育て環境，育児手
当の改善によって少子高齢化の流れを変えることは可
能であるし，都市に集中しすぎた人口が田園回帰に
よって農村に逆流する流れは新型コロナウイルスの影
響で今後加速するだろう．農業の収益性向上や所得保
障水準の引き上げがあれば，非正規雇用が労働力市場
の 4 割を超える（若年層では 7 割超）日本では，大規
模な労働力人口の移動は十分に起こりうる．そのため
には，農業の所得（経済面）だけでなく，社会的評価
や半封建的な家族関係，農村の住環境（社会面）も改
善する必要がある．2040 年には，子供たちの「将来
就きたい職業ランキング」の 10 位以内に農業が入っ
ているように，農業の多面的価値と持続可能な社会の
センターピース（中心）としての役割を社会に広く周
知する必要がある．また，農業経営体における女性や
若者の地位を向上させ，誰にとっても働きやすい環境
を創ることは世代交代に欠かせない．

5．おわりにかえて 
─すでに始まっている未来─

　本稿では，国連や EU，フランスの近年の政策動向
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を導きの糸としながら，「2040 年までに持続可能な社
会に移行する」という目標に資する農業経営体像を検
討してきた．結論として，第 4 節のシナリオⅢまたは
Ⅳへの漸進的移行という流れを描いた．日本は南北に
長い国土と多様な気候，中山間地域，離島，平地，盆
地，干拓地等の多様な農業が存在している．地域の数
だけ描くシナリオの数もあるはずだ．同時に，共通す
る方向性として，資源・エネルギー効率性という新た
な経営目標（環境的指標）とコミュニティの持続可能
性（社会的指標）を経済的持続可能性（経済的指標）
とともに追求するという目標が見えてきた．農業の多
面的価値（第 2 節第 1 項）の発揮は，経済面だけでな
く，環境面，社会面の持続可能性がともに実現される
ことで可能になる．最後に，2040 年にむけて実施・
強化すべき政策をまとめる．
1） 気候変動対応型農業への抜本的シフト： 
アグロエコロジーの推進

　第一に，日本は，気候変動に対応できる多様性とレ
ジリエンスを備え，資源・エネルギー効率性と土地生
産性が高いアグロエコロジーの推進に舵を切る．それ
により，農村地域には雇用が創出され，生活基盤，生
産基盤の回復を望むことができる．広大な農地や山林
があり，人口が少ない地域においては，放牧や不耕起
栽培等の粗放的な農業が重要な選択肢となる．日本で
は慣行農法の土地生産性が高いため，アグロエコロ
ジーへの転換によって単収が大幅に増加することは期
待しにくい．しかし，単収を維持したうえで環境保全，
栄養と食の安全，健康，気候変動対策等にポジティヴ
な影響があるならば，総合的に考えてアグロエコロ
ジーへの転換は社会全体にとって望ましい目標として
共有される．
　すでに実施されている有機農業推進法，環境保全
型農業直接支払制度等の基盤を活かし，有機農業・
自然農法・産消提携等の 1970 年代から受け継がれて
きた取り組みを継承・拡充し，世界・日本農業遺産

（GIAHS・NIAHS）等で伝承されている伝統的で持続
可能な営農システムの知恵や実践を普及していくこと
が求められる．世界農業遺産に指定されている徳島県
のにし阿波の傾斜地農耕システム，流域の持続可能な
生態系を維持する宮崎県の高千穂郷・椎葉山の山間地
農林業複合システム，琵琶湖と共生する農林水産業，
兵庫県のコウノトリ育む農法等の先進的取り組みが規
範となる．近年着手されている土壌の炭素貯留や不耕
起栽培等，脱炭素社会の構築に向けた農研機構等の研
究は，この政策に科学的根拠と具体的方法論を与える
ことが期待される．アグロエコロジーの普及のために

は，EU のように直接支払交付金の要件に環境保全を
組み込む環境クロスコンプライアンスや有機農業への
追加的支払いのほかに，環境保全型農業に関する研
究・教育・普及・指導体制の整備，農産物・食品流通
における地産地消・地域市場の支援，および学校給食
等の公共調達における仕入れ割合の目標設定等を実施
する．食農教育を通じた子ども・消費者・市民の啓発
活動も中長期的に重要である．
2）小規模・家族経営への政策的支援強化

　持続可能な農業の形態を推進する場合，優位性（ス
モールメリット）を発揮する経営体として，これまで
は政策支援の対象には必ずしもなっていなかった小規
模経営や家族経営が「農と食の守り人」（門

ゲートキーパー

番）とし
て浮かび上がる．そこには，自給的農家，半農半 X，
定年帰農，都市農業，市民農園，趣味的農業・生きが
い農業を含む多様な営みが含まれる．農業経営体の数
が劇的に減少するなかで，こうした「小さな農」を志
す人たちは着実に増えている．多様な農を営む人たち
が，自発的に日本の食料・農業・農村・環境・国土・
文化を支える担い手になる（関根，2020）．これは福
岡正信氏が理想とした「国民皆農」に近づいていく姿
かもしれない．
　実際，愛知県豊田市では 2009 年の農地法改正によ
る規制緩和以前から，特区制度を活用して農地取得下
限面積（50 a/戸）を 10 a/戸に緩和して参入障壁を下
げ，地元の企業退職者や主婦等の住民が 2 年間，農業
技術を学べる農ライフ創生センターを JA あいち豊田
と豊田市が共同で運営し，新規就農者を増やしている．
この地域では，生業としての小さな農業や生きがい農
業の潜在力にいち早く気づき，多様な農業による地域
資源の保全とコミュニティの持続可能性を展望してい
た．同センターでは，昔ながらの非電化農機の使い方
を伝授するワークショップも実施している．小さな機
械は低価格でエネルギー効率性が高く，壊れても修理
しやすい．農地法の規制緩和により，自治体の裁量で
農地取得の下限面積を引き下げるケースが徐々に増え
てきている．現在，統計が簡素化されて自給的農家や
農家定義未満の小規模な農的営みの実態は把握できて
いない．家庭菜園や市民農園，コミュニティ・ガーデ
ン，学校菜園（エディブル・スクール）も幅広い「い
のちの営み」として位置づけて実態を把握し，多様な
支援のあり方を検討するときだ．
　これまでは，貿易自由化を前提として国際競争力を
つけるために経営規模を拡大し，人件費を節減するた
めに機械化を進めることに邁進してきた経営体もある．
しかし，座長解題にあるように脱グローバル化という
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流れが顕著になり，新型コロナウイルスの発生によっ
て生命維持に不可欠な食料等の物資を国産化する政策
が強まることを考慮するならば，今後，経営規模の拡
大は唯一無二の経営目標ではなくなるだろう．むしろ，
国境炭素税導入にみられるように，必要不可欠でない
ものを温室効果ガスを発生させてまで地球の裏側から
調達する行為は，今後は厳しく問われることになる．
これまで経営規模の拡大にまい進してきた経営体は，
2040 年までに進路の選択を迫られるだろう．実際，
これらの経営体では後継者が育っていないケースが少
なくない．世代交代の際に，一つの答えが出てくる可
能性がある．
3）小規模分散型の生産・消費システムの構築

　今日のグローバルな農産物・食品の流通や業務・加
工用需要の増大を考慮すれば，小規模な家族農業によ
るアグロエコロジーを推進すると大口需要を満たすこ
とができないのではないかと心配する向きもある．確
かに，フォアキャスティングで考えるならば，やはり
大規模で環境負荷の高い農法を続けるか，海外からの
輸入品に頼るのもやむを得ないという結論になる．し
かし，バックキャスティングで考えるとどうなるだろ
うか．長距離輸送による大量の食品ロスや温室効果ガ
スを生み出す現行のグローバルな食のシステムを前提
とせず，食品由来の健康問題の原因の多くを占めると
される加工度の高い食品への依存やそれに支えられた
長時間労働を前提とせず未来を描くことができるとし
たら，私たちはどのような農と食のシステムを望むだ
ろうか．今より小規模で分散型の生産・消費システム
を構築し，今より多くの人びとが日常的に農的営みを
身近に体験し，ワークライフバランスを実現して，家
族や友人と食卓で手作りの季節の料理を囲む回数が今
より増えているとしたら，そのとき社会が求める農業
のあり方もまた変化しているのではないか．つまり，
何を「与件」と考え，何を「変数」ととらえるか次第
で，描ける未来図は無数にある．小規模・分散型の生
産・消費システムの実現には，産消提携の普及，公共
調達における地産地消，有機農産物の調達率向上のほ
かに，各小学校区（子どもが徒歩で通える範囲）に安
全・新鮮で手の届く価格の農産物・食品を入手できる
朝市を開設することや，地域の中小規模の食品加工業
者と農業経営体の連携による加工度の低い食品の製
造・販売，飲食店等との連携によるツーリズムや食農
教育等の可能性が広がっている．愛知県名古屋市の
オーガニックファーマーズ朝市村は，有機農産物の直
売の拠点として地域の食を支えているだけでなく，有
機農業を志す新規就農者のインキュベーター（孵化装

置）になっている．
　2040 年は遠い未来ではない．私たちの足元ではす
でに持続可能な社会への移行に向けた取り組みが，あ
ちらこちらで芽吹いている．国連や EU，フランス等
にみられる新たな農業政策の潮流は日本と決して無縁
ではない．むしろ，日本農業が今の危機を乗り越える
ために重要な示唆を与えているように思われる．持続
可能な社会への移行に向けて，行政だけでなく，日本
農業経済学会をはじめとする学界にも大きな変革が迫
られている．
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［要旨］2040 年までに持続可能な社会へ移行するために，日本ではどのような農業経営体によるどのよ
うな農業を目指すべきか．そのための政策とはどのようなものであるべきか．本稿は，国連や EU にお
ける農業政策の新潮流と政策思想の変遷をふまえて，日本における持続可能な社会に資する新たな農業
経営体像を展望するため，4 つのシナリオを検討する．結論として，農業に対する新たな社会的要請に
応えることができるアグロエコロジーの推進，資源・エネルギー効率性という新たな経営の評価基準で
優位性を発揮する小規模・家族経営の支援，小規模・分散型の生産・消費システムの構築という政策を
提示する．

キーワード：農業経営体，持続可能性，アグロエコロジー，小規模・家族農業，資源・エネルギー効率
性
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